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650,999 円

651,000 円

1,900,000 円

650,000 円1,899,999 円
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ただし

非居住者である場合は、次に掲げる方です。

1　年齢16歳以上30歳未満の方
2　年齢70歳以上の方
3　年齢30歳以上70歳未満の方のうち、次のいずれ
 かに該当する方
 (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなく
　　なった方
 (2) 障害者
 (3) 扶養控除の適用を受けようとする所得者から
　 その年において生活費又は教育費に充てるため
　 の支払を38万円以上受けている方
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特定親族特別控除

　あなたに特定親族がある場合に、所定の金額が

控除されます。

　特定親族とは、あなたと生計を一にする年齢19歳

以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円

超123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない方

のことです。

　申告書の「㉔～㉕扶養控除・特定親族特別控除」

に特定親族の氏名、生年月日、個人番号、同居・別

居の区分、続柄、特親の枠に合計所得金額、控除額

を書き、「特定親族特別控除㉕」に合計額を転記し

てください。
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2258

85

191558

31

31

58

58

95

納税者本人の合計所得金額

特定親族の合計所得金額

㉒
配
偶
者
控
除

㉓
配
偶
者
特
別
控
除

㉕特定親族特別控除の控除額

900万円以下

住民税

33万円

38万円

配偶者の合計所得金額
58万円以下

配偶者の合計所得金額
58万円超　95万円以下

95万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　125万円以下

125万円超　130万円以下

130万円超　133万円以下

133万円超

85万円超　90万円以下

58万円超　85万円以下

90万円超　95万円以下

95万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　123万円以下

所得税の控除額

61万円

63万円

51万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

3万円

住民税の控除額

45万円

45万円

45万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

3万円

老人控除対象配偶者※
（昭和31年１月１日以前生）

所得税 住民税 所得税 住民税 所得税

38万円 22万円 26万円 11万円 13万円

33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円

33万円

31万円

26万円

36万円

31万円

26万円

22万円

21万円

18万円

24万円

21万円

18万円

11万円

11万円

9万円

12万円

11万円

9万円

21万円 21万円 14万円 14万円 7万円 7万円

16万円 16万円 11万円 11万円 6万円 6万円

11万円 11万円 8万円 8万円 4万円 4万円

6万円 6万円 4万円 4万円 2万円 2万円

3万円 3万円 2万円 2万円 1万円 1万円

31

0円 0円 0円 0円 0円 0円

48万円 26万円 32万円 13万円 16万円

900万円超950万円以下 950万円超 1,000万円以下


